
雫石町教育委員会特定事業主行動計画実施状況（令和３年度分）

令和４年６月作成

≪ 数値目標 （教育委員会事務局職員）≫

※ 雫石町特定事業主行動計画の数値目標を記載

〈注１〉この養育休暇とは、妻の出産予定日の６週間前の日から当該出産の日後８週間経過日までの期間内

に当該出産に係る子又は就学前の子を養育する場合で、５日以内で取得可能なもの

≪ 数値目標 （県費負担教職員）≫

※ 岩手県教育委員会第２期特定事業主行動計画（後期計画）「子育て応援プラン」を参照し数値

目標を設定

項 目 内 容
現 状

（H31）

数値目標

（各年）

令和３年度

実 績

時間外勤務時間数が月４５時間以上の

該当職員の割合（％）
3.0％ 2.0％ 0.0%

定時退庁日の完全実施率（％） 82.8％ 90％ 100.0%

年次休暇５日以上の取得率（％） 82.3％ 100％ 94.4%

育児休業の取得希望者に対する

取得率（％）

男性 ― 100％ 該当者なし

女性 100.0％ 100％ 該当者なし

男性職員の配偶者の出産休暇の

取得率（％）
50.0% 100％ 該当者なし

男性職員の子の養育休暇〈注１〉の

取得率（％）
0.0% 100％ 該当者なし

項 目 内 容
現 状

（H30）

数値目標

（各年）

令和３年度

実 績

妻の出産時の男性の特別休暇

取得率（％）
67.9% 100％ 50.0%

男性職員の子の看護休暇の

取得率（％）
58.4%

同時期の女性の

取得率と同率
27.8%

男性の育児休業の取得率（％） 0％ 10％ 0%

女性の育児休業の取得率（％） 100.0% 100％ 100％

職員一人あたりの超過勤務時間

（時間）
33.9 時間/月 20.0 時間/月 25.6 時間/月


